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こ
の
議
定
書
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
六
日
に
署
名
さ
れ
た
米
国
と
の
租
税
（
所
得
）
条
約
（
平
成
十
六
年
二
国

間
条
約
集
参
照
）
の
内
容
を
部
分
的
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
の
投
資
・
経
済
交
流
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、

投
資
所
得
に
対
す
る
源
泉
地
国
免
税
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


